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2021 夏号 

未来につなげる「きょうと★Smile（スマイル）」メッセージ Part4    

      

公益社団法人 京都府青少年育成協会 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104-2 京都府庁西別館 

Tel 075-417-0602   Fax 075-417-0603 
E-mail kpyda@cello.ocn.ne.jp 
URL http://kyoto-seishonen.or.jp/ 

      2021 夏号   気づいてる? あなたのまわりの あたたかさ         令和 3 年 7 月（1）  

 

（出典: 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 
https://corona.go.jp/prevention/pdf/boushi_green_20210702.pdf） 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に  

「 感 染 し な い 」 「 感 染 さ せ な い 」 た め に ひ と り

１ 人 が 意 識 を 持 っ て 行 動 し ま し ょ う 。  
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      2021 夏号   いま一度、家庭を 毎月第 4 土曜日は「家庭の日」       令和 3 年 7 月（2）  

― 観 覧 者 募 集 中   ― 

令和３年度 

「青少年いいねット京
みやこ

フォーラム」のご案内 
 

～家族でメディアリテラシーと 

情報モラルについて考えよう～開催 
 
●内 容：青少年のインターネットの利用状況に関するアン 

ケートの結果や、ワークショップから浮かび上がっ 

た問題や課題について、府内の中学生と高校生が 

考え、討論する取組です。インターネットの正しい使 

い方を一緒に考えてみませんか。    
●開催日時：令和３年８月 22 日（日）14：00～16：00 

（13:30 開場）   

●開催場所：京都府立京都学・歴彩館 「大ホール」 
（京都市左京区下鴨半木町１番地 29）   

●観覧方法：フォーラムの様子を会場で観覧いただけます。 

先着順（定員 200 人）で受付していますので、QR 

コード又は下記担当宛お申し込みください。入場 

は無料です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■担当・お問い合わせ先 

京都府健康福祉部家庭支援課非行少年・ひきこもり対策係 
TEL:０７５－４１４－４３０５ 
E-mail:kateishien@pref.kyoto.lg.jp 

 

京都府の青少年の健全な育成に関する 

条例って知っていますか? 

 

 

 

 

 
 

 
青少年の健全な育成に関する条例とは。 
 

全国 47 都道府県において、青少年の健全育成と保護を目的として、

制定されている条例です。 

京都府では、府民参加のもとに青少年を取り巻く社会環境の整備を

助長し、その健全な成長を阻害するおそれのある行為から青少年を保

護し、青少年の健全な育成を図ることを目的に、昭和 56 年に制定さ

れ、その後、青少年を取り巻く社会環境の変化等に対応するための改正

を経て現在に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■担当・お問い合わせ先 
京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室 青少年係 

TEL:０７５－４１４－４３０1 

◆青少年の健全な育成に関する 
 条例の主な項目◆ 

 
1.有害図書類の販売等や有害興行の観覧の制限 
2.有害玩具刃物類の販売等の制限 
３.深夜外出の制限 
４.インターネットに係る努力義務 
５.青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しな

い旨の申出に係る書面の提出 
６.淫行及びわいせつ行為や場所の提供又は周旋の禁止 
7.深夜における興業場等への入場制限 
8.いれずみを施す行為の禁止 
9.テレホンクラブ等営業の利用の指示又は勧誘の禁止 

10.利用カード等の販売等の禁止（自動販売機等も含む） 

11.有害役務提供営業に係る勧誘行為等の禁止 
等 

 
7 月 は「 青 少 年 の非 行 ・ 被 害 防 止 全 国 強 調 月 間 」 です  

■ 令和３年度 最重点課題及び重点課題  
≪最重点課題≫ペアレンタルコントロール（※）等によるインターネット利用に係る子供 

の犯罪被害等の防止 
※ 子供が使用する情報通信機器（パソコン・携帯電話・テレビゲーム機など）の利用を保護者が監視し制限する取組  

＜重点課題１＞ 有害環境への適切な対応  
＜重点課題２＞ 薬物乱用対策の推進 
＜重点課題３＞ 不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止  
＜重点課題４＞ 再非行（犯罪）の防止  
＜重点課題５＞ いじめ･暴力行為等の問題行動への対応 
 

詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。 
https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/hikouhigai/gakkan.html 

― 啓 発 動 画 ―  

「みんなで正しいスマホの使い方を 

勉強していこう!!」について 
 

令和２年度「青少年いいねット 京
みやこ

フォーラム」に参加し 

た中学生、高校生が発表した意見などを素材として、正
しいインターネットの使い方を考える啓発動画を作成し
ました。 

京都府ホームページから「みんなで正しい」で検索して
ください。下のＱＲコードからでも動画のページにアクセ
スできます。ぜひ御覧ください。 

主催／オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会 

 

詳しくは、京都府のホームページから「青
少年条例」で検索してご覧ください。下の
QR コードからでもアクセスできます。 
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      2021 夏号    青少年をあたたかく見守る地域社会づくり         令和 3 年 7 月（3）  
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 子どもの成長の過程において、学童期が、家族で話し合うのに一 

番良い時期です。子どもの話をよく聞いてあげる、そして子どもに 

話をしてあげることが大事です。 

子どもたちのために、時間を使うことが大事です。 

保護者の方へ 

 非行問題や犯罪被害など

の相談を受け付けています。 
 一人で悩まずに相談を。 

ヤングテレホン 

☎075-551-7500 

 大麻(たいま)などの薬物(やくぶつ)は、たとえ一度(いちど)であっても、使(つか)ってしまうとやめられ

なくなり、体(からだ)に悪(わる)い影響(えいきょう)を与(あた)えます。 

      薬物(やくぶつ)を使(つか)うと・・・ 

〇 記憶力(きおくりょく)などがさがる 〇 物(もの)がゆがんで見(み)える 

〇 実際(じっさい)にない音(おと)や声(こえ)が聞(き)こえる 

〇 一度(いちど)にたくさん使(つか)うと命(いのち)を落(お)とす 

体をくるわせる薬物 
やくぶつ からだ 

 小学生(しょうがくせい)がお酒(さけ)を飲(の)ん 

だり、たばこを吸(す)ったりすることは、法律 

(ほうりつ)で禁止(きんし)されています。 

 体(からだ)の成長(せいちょう)にとても悪(わる) 

い影響(えいきょう)を与(あた)えるからだよ。 =京都府警察本部= 
きょうとふけいさつほんぶ 

お酒やたばこ、体をくるわせる薬物 

 ダメ。ゼッタイ。 

さけ からだ やくぶつ 

                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

小学生のみなさんへ 

 中高生の時期は、外形の成長ぶりにふさわしく心が成熟し、判断力 

が整うまでに至っているわけではないので、保護者が子どもを理解し、 

ゆるぎない態度で、適度の距離をもってしっかりと見守り、社会のルー 

ルや仕組みを教えることが大切です。 

保護者の方
 非行問題や犯罪被害な
どの相談を受け付けてい
ます。 

一人で悩まずに相談を。 

ヤングテレホン 
☎075-551-7500 

 だれから誘われてもダメなものはダメ！断る勇気を持ちましょう！ 

 〇 はっきり断る～「私は、そういうの嫌いだから。」 

 〇 話題をかえる～「そういえば・・・」「そんなことより・・・」 

 〇 気持ちを言う～「そんなことに誘うなんて、怖いよ。」 

 〇 逃げる～とにかくその場から離れる 

薬物は友達や先輩など知人から誘われることが多いです 

=京都府警察本部= 
きょうとふけいさつほんぶ 

たった一度でも 

 薬物乱用は犯罪 

です!! 

 その情報、間違っていませんか？ 
 

Ｑ１ 大麻は身体に害がない？ 
Ａ１ 間違いです！記憶力の低下や幻覚・妄想を 

引き起こします。 
Ｑ２ 大麻は一度使ってもすぐにやめられる？ 
Ａ２ やめられません！依存性があり、簡単には 

やめられなくなります。 

〇 家族や恋人など、大切な人を悲しませます。 
〇 事件や事故を起こし、無関係な人を巻き込んでしまいます。 

悲しむのは自分だけ 

ではありません 

中高生のみなさんへ 
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～未来につなげる「きょうと★Smile（スマイル）メッセージ」Part4～ 

子ども・青少年のみなさんへ  

～（公社）京都府青少年育成協会 理事より～  

＊理事からのメッセージを事務局で一部編集し、掲載しました。  

 

 

   
 

 

夏休みにチャレンジしてほしいこと、３点。 

1.本を読もう！ 物語や図鑑の中に、ともだちを見つけてください。 

2.体を動かそう！ 思いっきり汗をかき、生きていることを実感しよう。 

3.家族と話そう！ 自分の迷いを受けとめてくれるかも。 
 

コロナ禍で制約の多い日常だからこそ、心の中はのびのびと。 
 

 石川 一郎 （京都新聞社） 

 

本来ならば待ちに待った夏休みですが、コロナ禍における新しい生活様式においては、どうでしょうか? 

様々な制約を強いられている状況にあっても、自分が将来やりたいことや今できることを考え、準備し実行

したいものです。長期の休みでなければできない趣味や研究等、夢中になれることを見つけましょう。 
 

 岡本  徹（京都府市町村教育委員会連合会） 

 
夏休みを迎える子どもたちへ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、「学校に行けない」、「行事が中止になった」、「友達と遊べない」など、
皆さんは長期にわたって我慢を強いられてきました。その一方で、学校、友達、家族の大切さなどを改めて実
感したのではないでしょうか。 

夏休み中は、 しっかりと勉強し、 感染症や熱中症に気を付けながら大いに楽しんでいただきたいと思いま
す。そして、非行・犯罪に手を染めないよう、また巻き込まれないよう、皆さんの安心・安全を心から願っていま
す。 
 

 荻原  博（京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課） 

 
みなさんは、どんな夏休みを過ごそうと思い描いていますか。新型コロナウイルス感染症の影響で、会いたい人、

出かけたい場所、やってみたいこと、これまで難なく踏み出せていた一歩がためらわれたり、叶わなかったりする

日々を皆、経験してきました。でも、せっかくの長い夏休み。何か 1 つはこれができてよかったと思える経験をと願っ

ています。 

この状況の中でもできることを、今だからこそできることを、知恵と工夫で。そう考えて踏み出した一歩は、みなさ

んをさらに大きく成長させることでしょう。そんな豊かな夏になることを切に願っています。 
 

 片山 嘉徳 （京都府教育庁指導部社会教育課） 

      2021 夏号    明るい家庭と地域が育てる心豊かな青少年        令和 3 年 7 月（4）  

 
「私への応援歌、そして君たちへ‼」         

私が山の小学校から町の中学校に入り、教科書で読んだ詩です。正に自分への応援歌と感じ、今でも新たなステ

ップに向かうとき、「少年よ 小さくかたまるな」と唱えています。 

 

 

 

 
 

  田﨑 仁志（京都府連合青年団） 

『少年よ 小さくかたまるな ― 冒険と夢 ― 』  サトウハチロー  
森がある 高い木がある のぼりたくなる / 山がある 洞窟（ほらあな）がある 中へはいりたくなる / ― 略 ― / 少年よ 
空気をかみしめながら 自分をためし 自分と戦え / 少年よ 小さくかたまるな 動きがとれなくなる / のびる手がある 動く
足がある 使いたくなる / するどい目がある 敏感な耳がある ものを見きわめたくなる / 冒険がある 夢がある 願いをか
なえたくなる / 少年よ その中におもいきりひたり その日その日の生活（くらし）に すばらしい弾力をつけろ 
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      2021 夏号    気づいてる?あなたのまわりのあたたかさ         令和 3 年 7 月（5）  

～会員団体の取組(8 月～11 月)～ 
 

＊新型コロナウイル感染症予防対策により、計画されている取組等の変更や中止される場合もありますので、 
詳しくは、各団体へご確認ください。 

―情報提供のあった団体を掲載しています。― 

＜事務局で一部編集し、掲載しています。＞ 
      

 

 

   
 

 

若い皆さんは、コロナ禍でも未来に夢や希望を持って毎日頑張っていることと思います。その一方で、目の

前のことに悩み、しんどい思いをしている人も多いのではないでしょうか。若い頃の自分の姿と重なり、一生懸

命生きていること、そのことがとても大切なんだと、声をかけたくなります。毎日の努力の積み重ねがきっと大き

な財産になるはずです。府内にある 11 の町村でも、不利な条件を克服しながら、地域がそれぞれに輝いてい

けるように、高齢化や人口減少など様々な課題に挑戦し続けています。 
 

 西川 定彦（京都府町村会） 

 

今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、皆さんの日常生活や学校生活は大きく変化したと思います。も

うすぐ夏休みということで、色々な夏休みの過ごし方があるかと思いますが、これまでどおり、感染には十分に

気をつけながら、他人をいたわる気持ちや周りの人への感謝の気持ちを忘れずに、夏の思い出をたくさん作っ

てほしいと思います。そして、皆さんの体と心をのびのびさせて、夏休み明け、学校で元気な笑顔を見せてくれ

ることを願っています。 
 

 水谷 公祐（京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室） 

 

コロナ禍での２度目の夏休みです。収束への薄明かりは見えてきたように思いますが、これまでどおりの生

活ができず、みんな大変ですね。 

府内各市では、ワクチンの接種をはじめ感染拡大の防止のために、懸命に取り組んでいますが、東京一極

集中の是正（地方移住の推進）など、パンデミックにも強い新しい社会づくりについても議論しています。 

みなさんも、今の社会の様子をしっかりと心に刻みながら、自分の将来を真剣に考え、次の飛躍につながる

貴重な夏となることを願っています。 
 

 寺井  正（京都府市長会） 

 
 
■オンライン・レクリエーションガイドブック   ≪先着 100 名様にプレゼント！≫ 

「オンライン・アイスブレーキング・ゲーム はじめの一歩」（中井聖編著）／フルカラー全 32 頁 
★新しい生活様式の中で活用しませんか。ご希望の方は、京都府レクリエーション協会事務局へ 
ご連絡ください。（TEL&FAX ： 075-634-7584 Email ： info@kyoto-rec.net） 

 
■「令和３年度 レクリエーション・インストラクター養成講習会」 

地域や職場で活躍するレクリエーション支援者を養成する講習会です。 

楽しみながら“あそびの達人”を目指しましょう！ 

● :令和 3 年 9 月 12 日(日)～令和 4 年 2 月 6 日(日) ＜全７回＞ 
●会  場:京都市下京青少年活動センター  城陽市民体育館 
 
■「オンライン de 健康体操」 

●Part ① 「畳１畳分のスペースでできる！かんたんリズム運動」 約 15 分 

●Part ② 「コロナに負けない！ “貯筋”トレーニング」 約 20 分 
                                                       

（下半身編）       （上半身編）        （体幹編）         ●Part ③ 「リラックスストレッチ」 約 15 分 
 

                                  

 

団体名  京都府レクリエーション協会 住所 京都市南区東九条下殿田町７０ 京都府スポーツセンター内 TEL 075-634-7584 
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      2021 夏号     大人が変われば子どもも変わる運動         令和 3 年 7 月（6）  

 
 
■研修会(家庭教育講座)の開催/10 月 
●内 容  ≪講  演≫ 演題：「アサーティブ・コミュニケーション」（仮） 

講師：桑田 道子氏（フェリアン） 
特定非営利活動法人ＦＬＣ安心とつながりのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝづくりﾈｯﾄﾜｰｸＶｉ-Ｐｒｏｊｅｃｔ（子どものための面会・交流ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）代表 

■青少年の健全育成に関する啓発活動/11 月 

●場 所 向日市まつりにて実施 

団体名  向日市青少年健全育成連絡協議会 住所 向日市寺戸町中野 20 向日市教育委員会生涯学習課内 TEL 075-931-1111 

 
 

■家庭教育啓発チラシの配布（幼児版・小学生版・中学生版の 3 種類） 

「心豊かな子どもをはぐくむ」 

●対   象:幼児、小学生、中学生の保護者 

●配布時期:夏休み前 

団体名  宮津市青少年問題協議会 住所 宮津市柳縄手 345-1 宮津市教育委員会社会教育課内 TEL 0772-45-1642 

 
 
■京都スカウトサマーキャンプ ●実 施 日:８月１１日（水）～１５日（日） ●実施場所:静原キャンプ場（京都市静原）  
■全国防災キャラバン        ●実施会場・日:イオン福知山店（10 月）  イオンモール京都桂川（１０月２４日（日））   
■指導者養成事業 
   ―ボースカウト講習会―     ●開 催 日:８月２９日（日）       ●開催会場:宇治市中央公民館  
   ―ウッドバッジ研修所課程別研修（ボーイ課程）― 

●開 催 日:１０月２４日（日）          ●開催会場:京都テルサ  
■スカウトの日               ●実 施 日:９月２０日（月・祝）     ●内容:各団で地域清掃や植林活動、社会福祉施設訪問等の活動を行う。   
■ジャンボリー・オン・ジ・インターネット(JOTI)、ジャンボリー・オン・ジ・エア(JOTA) 

●実施期間:１０月１５日（金）～１７日（日）●内容:世界のスカウトとインターネット・無線を通じて交流する。 

団体名  日本ボーイスカウト京都連盟 住所 京都市南区東九条下殿田町 70 京都府民総合交流プラザ 3F TEL 075-662-8801 

 
 
■「井手町青少年の主張大会」 

●開 催 日:11 月 6 日（土） 

＊中止の場合は、代表児童生徒主張作文の「記録集」を発刊・配布 

団体名  井手町青少年を育てる会 住所 綴喜郡井手町大字井手小字二本松 3-1 井手町教育委員会社会教育課内 TEL 0774-82-5700 

 
 

■令和 3 年度 特別研修会開催 

 

団体名 京都府保護司会連合会 住所 京都市上京区烏丸通今出川上ル西入岡松町 255 京都保護観察所内 TEL 075-441-5141 

●日  時:11 月 16 日(火) 13 時〜15 時 30 分 
●場  所:ホテルグランビアよりライブ配信 
●そ の 他:府内 22 地区のパブリックビューイング会場からと個人 

参加にて行います。 

≪演題≫ 地域での立ち直り支援 

「信じ続ければ、応えてくれる」 

＜講 師＞ 野 口 義 弘氏(協力雇用主) 

 
 
■第 2 回町内パトロール 

●実 施 日:8 月 20 日（金） 

団体名  久御山町青少年健全育成協議会 住所 久世郡久御山町島田ミスノ 38 久御山町教育委員会社会教育課内 TEL 075-631-9980 

 
 

■青少年健全育成啓発パネル展 

● :１1 月１日（月）～５（金）  

● :宇治市役所１F 市民交流ロビー 

■第 40 回宇治市「中学生の主張」大会 

●開 催 日:１１月１３日（土） 

●会 場:宇治市文化センター 

 

団体名  宇治市青少年健全育成協議会 住所 宇治市宇治琵琶 33 宇治市役所 6 階 宇治市教育委員会教育支援課内 TEL 0774-20-8766 
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■あいさつ・声かけ運動 
● :9 月・11 月（予定） 
●内 容:町内小中学校のあいさつ運動に合わせて、児童会や生徒会、PTA の方々と一緒に実施 
 

■11 月「子供・若者育成支援強調月間」の取組（１１月） 
● :11 月 
●内 容:京丹波町文化祭にて啓発活動の実施（啓発物品の配布） 

団体名  京丹波町青少年育成協会  住所 船井郡京丹波町本庄ウエ 16 京丹波町和知支所 京丹波町教育委員会社会教育課内  

TEL 0771‐84‐0028 

 
 
■育成部支部長会  

●開 催:8 月下旬    
●内 容:28 全支部長の活動交流  

■「家庭の日」親子ふれあい交流事業  
●開 催 日:10 月 17 日（日）  
●内 容:小学生親子が、半日、ゲームとおやつで楽しく交流 

■街頭啓発活動 
●実 施 日:10 月 24 日（日）  
●内 容:交差点等、横断幕やのぼり・チラシ等で通行する人や車に啓発  

■子供・若者育成支援強調月間  
● :11 月 1 日（月）～3０日（火） 
●内 容:役場 3 庁舎に懸垂幕と啓発のぼりを掲げるとともに、町内ＫＹＴ有線放送や全家庭配布チラシ等で啓発 

団体名   与謝野町青少年育成会  住所 与謝郡与謝野町字加悦 433 与謝野町教育委員会社会教育課内 TEL 0772-43-9026 

 
  
■啓発活動 
●内 容:笠置町民から募集した啓発標語の中から選ばれた標語を啓発物品へ掲載し、笠置町民へ配布  
■夜間パトロール（3 日間） 

●日 時:夏休み期間（7 月下旬～8 月下旬）、20 時 30 分～22 時 ●場 所:笠置町内（河原、コンビニ、小学校など） 
 

■野外活動 
●実 施 日:8 月２８日（土） ●場 所:未定   
●内 容:野外での飯盒炊飯体験、工作活動体験 など   ●対 象:笠置小学校の児童 

団体名  笠置町青少年育成委員会 住所 相楽郡笠置町笠置浜 56 相楽東部広域連合教育委員会 笠置分室内 TEL 0743-95-2726 

 
 
■町内安全パトロール（夏季期間計５回実施） 
●日 時:①7 月 20 日（火）、②29 日（木）、③８月５日（木）、➃１９日（木）、⑤２６日（木） ＊いずれも、午後９時～同１０時 
● :コンビニや重点箇所等を基本的な巡回コースに設定 
●そ の 他:田辺警察署宇治田原町交番パトロールカーの協力の下、青色防犯パトロール車（公用車）を運行 
 

■あいさつ・声かけ運動 
●日 時:毎月第３木曜日（８月を除く）の午前７時５０分～同８時１５分頃  

■町内青少年健全育成啓発チラシ配付（「あいさつ・声かけ 7 か条」等を掲載したチラシ、啓発ポケットティッシュ） 

● :【小学校】10 月２３日（土）午前８時３０分～同９時頃  体育館玄関前 
【中学校】１０月２２日（金）午前９時１０分～同９時４０分頃 総合文化センターロビー 

● :小学校の学習発表会、中学校の文化発表会の会場入り口で、地域や保護者の方に配布 
 

■第３７回町小・中学生主張大会 
●日 時:１１月２０日（土）午後１時３０分～ 
●会 場:町総合文化センター 
●発 表 者:原則、小学生４名、中学生２名（計６名） 

団体名  宇治田原町青少年対策協議会 住所 宇治田原町立川坂口 18 番地の１ 宇治田原町教育委員会社会教育課内 TEL 0774-88-6613 

 
 
■青少年育成標語の募集 

● :5 月～7 月 
●対 象:町内小学 5 年生～中学 3 年生 
●内 容:最優秀作品の表彰や標語入り参加賞を児童・生徒に贈ります。 

標語入り啓発物品を町内各支部に配布します。 

■町内防犯パトロール 

● :夏休み期間（数回） 
●内 容:新型コロナウィルス感染症対策を徹底し、少人数で行います。 

団体名  精華町青少年健全育成協議会 住所 相楽郡精華町南稲八妻北尻 70 精華町教育委員会生涯学習課内 TEL 0774-95-1907 

 

「青少年育成標語の募集」や「町内防犯パトロール」 

の取組を通して、児童生徒や地域の方の青少年健全 

育成に対する意識向上に繋げていきます。 
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令和 3 年度「～思い出の 1 ページ～家族ふれあい大賞」 

第 25 回「明るい家庭づくり（家庭の日）絵画展」 
＜主催＞京都府、京都府教育委員会、（公社）京都府青少年育成協会 

 

     2021 夏号    地域の子どもは地域で守り育てよう           令和 3 年 7 月（8）  

 
 
作文募集中 

第 43 回「少年の主張京都府大会 
＜主催＞（公社）京都府青少年育成協会 京都府 PTA 協議会  

京都市 PTA 連絡協議会 （独）国立青少年教育振興機構 

～潮騒の聞こえる宿泊研修施設～ 

８月 
■親子でカヌー体験（日帰り） 

●実 施 日 ８月２９日（日） 

●  ７月２０日（火）～3０日（金） 

●内 容 カヌー漕艇体験 
 
■カヌー体験と野外炊事体験（１泊２日） 

文部科学省委託事業 

●実 施 日  ８月１７日（火）～１８日（水） 

●  ７月１５日（木）～３１日（土） 

●内 容 カヌー漕艇体験 

野外炊事体験 

■親子で野外炊事体験・カッター体験（日帰り） 
 

●実 施 日 ９月２６日（日） 

●  ８月６日（金）～２０日（金） 

●内 容 野外炊事体験 

カッターボート漕艇体験 

９月 

★詳しくは、海洋センターHP をご覧ください。 

Web http://marinpia.jp   

     Tel  0772-22-0501 

募集事業のお知らせ 

京都府立青少年海洋センター 

「子育て環境日本一」に向けて、家庭内での微笑ましいふれあいを表現した絵画や写真を募集しています。 

 作 品 募 集 中 

募集締切 令和 3 年 9 月 6 日（月） 

写真 
 

応募については、 

特設サイトをご覧ください。 

 

 ★お問い合わせ先 
京都府こども・青少年総合対策室 TEL:075-414-4301  
E-mail:kodomo@pref.kyoto.lg.jp 

絵画  ●対象 京都府内の小学校及び特別支援学校 

小学部に在籍している児童  
応募については、（公社）京都府青少年育成協会のホームページ

をご覧ください。 

 

 
★お問い合わせ先  

（公社）京都府青少年育成協会 TEL075-417-0602 

E-mail:kpyda@cello.ocn.ne.jp 

検索 京都府青少年育成協会 

クリック 

★応募締切 令和 3 年 8 月 2 日（月）（必着） 
 
 ■応募については、（公社）京都府青少年育成協会の
ホームページをご覧ください。 

検索 京都府青少年育成協会 

クリック 

★お問い合わせ先  

（公社）京都府青少年育成協会 TEL075-417-0602 

E-mail:kpyda@cello.ocn.ne.jp 

開催日 令和 3 年 9 月 23 日（木・祝） 

会 場 本願寺聞法会館「多目的ホール」 

*表紙の題字「           」は、勝間喜一郎氏に書いていただきました。      

 

 

 

                      

 

特設ウェブサイト「大人への道しるべ」  
成年年齢引下げ特設ウェブ「大人への道しるべ」が開設さ

れました。 

いよいよあと 1 年（2022 年 4 月 1 日） 

で、成年年齢が 18 歳に引き下げられます。 

法務省は、成年年齢引下げ特設ウェブサ 

イト「大人への道しるべ」 を開設し公開しま 

した。 

成年年齢引下げ後に成年に達する学生 

・ 生徒等の若者を対象に、成年年齢の意義、 

契約やクレジットカードの仕組みや、お酒や 

SNS との適切な付き合い方等、「大人にな 

るまでに知っておきたい 6 つのこと」と題し 

て、テーマに沿ってストーリーが展開されお 

り、マンガやクイズを通して楽しく学べるサイ 

トとなっています。 
 

（画像出典/法務省） 

成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」  
https://seinen.go.jp/ 


